
議案第９７号 

 

青梅市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

  平成３０年２月２０日 

 

提出者 青梅市長 浜 中 啓 一 

 

（説明） 

青梅市国民健康保険事業における財政の安定化を図るため、国民健康保

険税の税率等を改定するほか、所要の規定の整備を行いたいので、この条

例案を提出いたします。 

 

 

 

青梅市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

青梅市国民健康保険税条例（平成１０年条例第３５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条第１項を次のように改める。 

前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主およびそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の

合算額とする。 

(1) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会

計において負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険法

（昭和３３年法律第１９２号）の規定による国民健康保険事業費納付

金（以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。）の

納付に要する費用のうち、東京都の国民健康保険に関する特別会計に

おいて負担する高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第

８０号）の規定による後期高齢者支援金等（以下この条において「後

期高齢者支援金等」という。）および介護保険法（平成９年法律第  



１２３号）の規定による納付金（以下この条において「介護納付金」

という。）の納付に要する費用に充てる部分を除く。）に充てるため

の国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

(2) 後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険

事業費納付金の納付に要する費用（東京都の国民健康保険に関する特

別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充

てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。

以下同じ。） 

(3) 介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被保険者のうち、介護保

険法第９条第２号に規定する第２号被保険者であるものをいう。以下

同じ。）につき算定した介護納付金課税額（国民健康保険税のうち、

国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（東京都の国民健康保

険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用

に充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をい

う。以下同じ。） 

第２条第２項中「前項」の次に「第１号」を加え、同条第３項中「第

１項」の次に「第２号」を加え、同条第４項中「第１項」の次に「第３

号」を加え、「（国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第９条第２号

に規定する被保険者であるものをいう。以下同じ。）」を削る。 

第３条第１項中「１００分の５．３５」を「１００分の５．６０」に

改める。 

第４条中「２６，３００円」を「２７，３００円」に改める。 

第５条中「１００分の１．７０」を「１００分の１．８０」に改める。 

第６条中「８，９００円」を「９，６００円」に改める。 

第７条中「１００分の１．５５」を「１００分の１．６５」に改める。 

第８条中「９，３００円」を「９，８００円」に改める。 

第１２条第２項中「（昭和３３年法律第１９２号）」を削る。 

第２０条第１号ア中「１８，４１０円」を「１９，１１０円」に改め、

同 号 イ 中 「 ６ ， ２ ３ ０ 円 」 を 「 ６ ， ７２ ０ 円 」 に 改 め 、 同 号 ウ 中      

「 ６ , ５ １ ０ 円 」 を 「 ６ , ８ ６ ０ 円 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 号 ア 中      

「 １ ３ ， １ ５ ０ 円 」 を 「 １ ３ ， ６ ５ ０ 円 」 に 改 め 、 同 号 イ 中      

「４，４５０円」を「４，８００円」に改め、同号ウ中「４，６５０円」を



「４，９００円」に改め、同条第３号ア中「５，２６０円」を「５，４６０

円」に改め、同号イ中「１，７８０円」を「１，９２０円」に改め、同号

ウ中「１，８６０円」を「1，９６０円」に改める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の青梅市国民健康保険税条例の規定は、平成 

３０年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成２９年度

分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 
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議案第９７号 

参 考 資 料 

青梅市国民健康保険税条例の一部を改正する条例要綱 

１ 改正の理由 

青梅市国民健康保険事業における財政の安定化を図るため、国民健康

保険税の税率等を改定するほか、所要の規定の整備を行おうとするもの

である。 

２ 改正の内容 

(1) 国民健康保険税の税率等について、次の改定を行う。 

区 分 改定後 現 行 増 減 

基礎課税分 

所得割額の税率 

（第３条関係） 
5.60％ 5.35％ 0.25 ﾎﾟｲﾝﾄ

被保険者均等割額 

（第４条関係） 
27,300 円 26,300 円 1,000 円

後期高齢者 

支援金等課 

税分 

所得割額の税率 

（第５条関係） 
1.80％ 1.70％ 0.10 ﾎﾟｲﾝﾄ

被保険者均等割額 

（第６条関係） 
9,600 円 8,900 円 700 円

介護納付金

課税分 

所得割額の税率 

（第７条関係） 
1.65％ 1.55％ 0.10 ﾎﾟｲﾝﾄ

被保険者均等割額 

（第８条関係） 
9,800 円 9,300 円 500 円

(2) 低所得世帯にかかる国民健康保険税（被保険者均等割額分）の減額

の規定について、前記(1)に合わせた額の改定を行う。（第２０条関係） 

区 分 改定後 現 行 増 減 

７割 

減額 

基礎課税分 19,110 円 18,410 円 700 円

後期高齢者支援金等課税分 6,720 円 6,230 円 490 円

介護納付金課税分 6,860 円 6,510 円 350 円

５割 

減額 

基礎課税分 13,650 円 13,150 円 500 円

後期高齢者支援金等課税分 4,800 円 4,450 円 350 円

介護納付金課税分 4,900 円 4,650 円 250 円

２割 

減額 

基礎課税分 5,460 円 5,260 円 200 円

後期高齢者支援金等課税分 1,920 円 1,780 円 140 円

介護納付金課税分 1,960 円 1,860 円 100 円
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(3) その他所要の規定の整備 

３ 施行期日等 

(1) 施行期日 

平成３０年４月１日 

(2) 経過措置 

改正後の条例の規定は、平成３０年度以後の年度分の国民健康保険

税について適用し、平成２９年度分までの国民健康保険税については、

なお従前の例による。 
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議案第９７号 

参 考 資 料 

青梅市国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

○青梅市国民健康保険税条例（平成10年条例第35号） 

改正後 現行 備考 

   

（課税額） （課税額）  

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主お

よびその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲

げる額の合算額とする。 

(１) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特

別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康

保険法（昭和33年法律第192号）の規定による国民健康保険事業費納

付金（以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。）

の納付に要する費用のうち、東京都の国民健康保険に関する特別会

計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法

律第80号）の規定による後期高齢者支援金等（以下この条において

「後期高齢者支援金等」という。）および介護保険法（平成９年法

律第123号）の規定による納付金（以下この条において「介護納付金」

という。）の納付に要する費用に充てる部分を除く。）に充てるた

めの国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

(２) 後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち、国民健康

保険事業費納付金の納付に要する費用（東京都の国民健康保険に関

する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する

費用に充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険税の課税

額をいう。以下同じ。） 

(３) 介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被保険者のうち、介

護保険法第９条第２号に規定する第２号被保険者であるものをい

う。以下同じ。）につき算定した介護納付金課税額（国民健康保険

税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（東京都

の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納

付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主お

よびその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した基礎課

税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に要する費用（高齢者の

医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）の規定による後期高

齢者支援金等（以下この条において「後期高齢者支援金等」という。）

および介護保険法（平成９年法律第123号）の規定による納付金の納付

に要する費用を除く。）に充てるための国民健康保険税の課税額をい

う。以下同じ。）および後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税

のうち、後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるための国民

健康保険税の課税額をいう。以下同じ。）ならびに当該世帯主および

当該世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち同法第９条第２号に

規定する被保険者であるものにつき算定した介護納付金課税額（国民

健康保険税のうち、同法の規定による納付金の納付に要する費用に充

てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。）の合算額と

する。 
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険税の課税額をいう。以下同じ。） 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）

およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得

割額ならびに被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額

が54万円を超える場合においては、基礎課税額は、54万円とする。 

２ 前項   の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）

およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得

割額ならびに被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額

が54万円を超える場合においては、基礎課税額は、54万円とする。 

 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項

の世帯主を除く。）およびその世帯に属する被保険者につき算定した

所得割額ならびに被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合

算額が19万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、

19万円とする。 

３ 第１項   の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項

の世帯主を除く。）およびその世帯に属する被保険者につき算定した

所得割額ならびに被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合

算額が19万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、

19万円とする。 

 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者   

                                

                 である世帯主（前条第２項の世

帯主を除く。）およびその世帯に属する介護納付金課税被保険者につ

き算定した所得割額ならびに被保険者均等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が16万円を超える場合においては、介護納付金課税額

は、16万円とする。 

４ 第１項   の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者（国

民健康保険の被保険者のうち介護保険法第９条第２号に規定する被保

険者であるものをいう。以下同じ。）である世帯主（前条第２項の世

帯主を除く。）およびその世帯に属する介護納付金課税被保険者につ

き算定した所得割額ならびに被保険者均等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が16万円を超える場合においては、介護納付金課税額

は、16万円とする。 

 

   

（国民健康保険の被保険者にかかる所得割額） （国民健康保険の被保険者にかかる所得割額）  

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に

かかる地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）第314

条の２第１項に規定する総所得金額および山林所得金額の合計額から

同条第２項の規定による控除をした後の総所得金額および山林所得金

額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に100分の

5.60を乗じて算定する。 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に

かかる地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）第314

条の２第１項に規定する総所得金額および山林所得金額の合計額から

同条第２項の規定による控除をした後の総所得金額および山林所得金

額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に100分の

5.35を乗じて算定する。 

 

２ 略 ２ 略  

   

（国民健康保険の被保険者にかかる被保険者均等割額） （国民健康保険の被保険者にかかる被保険者均等割額）  

第４条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人について

27,300円とする。 

第４条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人について

26,300円とする。 

 

   

（国民健康保険の被保険者にかかる後期高齢者支援金等課税額の所得

割額） 

（国民健康保険の被保険者にかかる後期高齢者支援金等課税額の所得

割額） 

 

第５条 第２条第３項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分第５条 第２条第３項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分 
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の1.80を乗じて算定する。 の1.70を乗じて算定する。 

   

（国民健康保険の被保険者にかかる後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額） 

（国民健康保険の被保険者にかかる後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額） 

 

第６条 第２条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人について

9,600円とする。 

第６条 第２条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人について

8,900円とする。 

 

   

（介護納付金課税被保険者にかかる所得割額） （介護納付金課税被保険者にかかる所得割額）  

第７条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者にかかる

基礎控除後の総所得金額等に100分の1.65を乗じて算定する。 

第７条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者にかかる

基礎控除後の総所得金額等に100分の1.55を乗じて算定する。 

 

   

（介護納付金課税被保険者にかかる被保険者均等割額） （介護納付金課税被保険者にかかる被保険者均等割額）  

第８条 第２条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者

１人について9,800円とする。 

第８条 第２条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者

１人について9,300円とする。 

 

   

（納税義務の発生、消滅等に伴う賦課） （納税義務の発生、消滅等に伴う賦課）  

第12条 略 第12条 略  

２ 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日

（国民健康保険法           第６条第１号から第８

号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合

において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日）の

属する月の前月まで、月割をもって算定した第２条第１項の額を課

する。 

２ 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日

（国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第６条第１号から第８

号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合

において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日）の

属する月の前月まで、月割をもって算定した第２条第１項の額を課

する。 

 

３～９ 略 ３～９ 略  

   

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額）  

第20条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対

して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額か

らアに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が54万円を超

える場合には、54万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税

額からイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が19万円

を超える場合には、19万円）および同条第４項本文の介護納付金課税

額からウに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が16万円

第20条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対

して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額か

らアに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が54万円を超

える場合には、54万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税

額からイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が19万円

を超える場合には、19万円）および同条第４項本文の介護納付金課税

額からウに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が16万円
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を超える場合には、16万円）の合算額とする。 を超える場合には、16万円）の合算額とする。 

(１) 法第703条の５に規定する総所得金額および山林所得金額の合

算額が、33万円を超えない世帯にかかる納税義務者 

(１) 法第703条の５に規定する総所得金額および山林所得金額の合

算額が、33万円を超えない世帯にかかる納税義務者 

 

ア 国民健康保険の被保険者にかかる被保険者均等割額 被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について 19,110

円 

ア 国民健康保険の被保険者にかかる被保険者均等割額 被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について 18,410

円 

 

イ 国民健康保険の被保険者にかかる後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について 6,720円 

イ 国民健康保険の被保険者にかかる後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について 6,230円 

 

ウ 介護納付金課税被保険者にかかる被保険者均等割額 介護納付

金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について 6,860円 

ウ 介護納付金課税被保険者にかかる被保険者均等割額 介護納付

金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について 6,510円 

 

(２) 法第703条の５に規定する総所得金額および山林所得金額の合

算額が、33万円に被保険者および特定同一世帯所属者（国民健康保

険法第６条第８号の規定により被保険者の資格を喪失した者であっ

て、当該資格を喪失した日以後継続して同一の世帯に属するものを

いう。以下同じ。）１人につき27万円を加算した金額を超えない世

帯にかかる納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

(２) 法第703条の５に規定する総所得金額および山林所得金額の合

算額が、33万円に被保険者および特定同一世帯所属者（国民健康保

険法第６条第８号の規定により被保険者の資格を喪失した者であっ

て、当該資格を喪失した日以後継続して同一の世帯に属するものを

いう。以下同じ。）１人につき27万円を加算した金額を超えない世

帯にかかる納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

 

ア 国民健康保険の被保険者にかかる被保険者均等割額 被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について 13,650

円 

ア 国民健康保険の被保険者にかかる被保険者均等割額 被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について 13,150

円 

 

イ 国民健康保険の被保険者にかかる後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について 4,800円 

イ 国民健康保険の被保険者にかかる後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について 4,450円 

 

ウ 介護納付金課税被保険者にかかる被保険者均等割額 介護納付

金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について 4,900円 

ウ 介護納付金課税被保険者にかかる被保険者均等割額 介護納付

金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について 4,650円 

 

(３) 法第703条の５に規定する総所得金額および山林所得金額の合

算額が、33万円に被保険者および特定同一世帯所属者１人につき49

万円を加算した金額を超えない世帯にかかる納税義務者（前２号に

該当する者を除く。） 

(３) 法第703条の５に規定する総所得金額および山林所得金額の合

算額が、33万円に被保険者および特定同一世帯所属者１人につき49

万円を加算した金額を超えない世帯にかかる納税義務者（前２号に

該当する者を除く。） 

 

ア 国民健康保険の被保険者にかかる被保険者均等割額 被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について 5,460

円 

ア 国民健康保険の被保険者にかかる被保険者均等割額 被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について 5,260

円 
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イ 国民健康保険の被保険者にかかる後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について 1,920円 

イ 国民健康保険の被保険者にかかる後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について 1,780円 

 

ウ 介護納付金課税被保険者にかかる被保険者均等割額 介護納付

金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について 1,960円 

ウ 介護納付金課税被保険者にかかる被保険者均等割額 介護納付

金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について 1,860円 

 

   

 

   

付 則   

（施行期日）   

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。   

（経過措置）   

２ この条例による改正後の青梅市国民健康保険税条例の規定は、平成

30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分

までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

  

   

 



議案第９７号「青梅市国民健康保険税条例の一部を改正する 

条例」に対する修正案 

 

 議案第９７号「青梅市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」の一

部を次のとおり修正する。 

 第３条第１項中「１００分の５．６０」を「１００分の５．７０」に改

める。 

 第４条中「２７，３００円」を「２６，６００円」に改める。 

 第２０条第１号ア中「１９，１１０円」を「１８，６２０円」に改め、

第２号ア中「１３，６５０円」を「１３，３００円」に改め、第３号ア中 

「５，４６０円」を「５，３２０円」に改める。 

 

≪参考≫ 

国民健康保険税の基礎課税分 

 

低所得世帯にかかる国民健康保険税の規定の７割減額 

基礎課税分 18,620 円 19,110 円 ▲490 円 18,410 円 700 円

低所得世帯にかかる国民健康保険税の規定の５割減額 

基礎課税分 13,300 円 13,650 円 ▲350 円 13,150 円 500 円

低所得世帯にかかる国民健康保険税の規定の２割減額 

基礎課税分 5,320 円 5,460 円 ▲140 円 5,260 円 200 円

 

区 分 修正案 改定案 

修正案と

改定案と

の増減 

現 行 

改定案と

現行との

増減 

所得割額 

の税率 

（第３条関係） 
5.70％ 5.60％ 0.10％ 5.35％ 0.25 ﾎﾟｲﾝﾄ

被保険者 

均等割額 

（第４条関係） 

26,600 円 27,300 円 ▲700 円 26,300 円 1,000 円


